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つい先日、新たな年を迎えたと思っていましたのに、瞬く間に２ヵ月が 

過ぎようとしています。 

さて、過日２月１２日（水）は、お忙しい中、授業参観並びに学年部会 

総会にご出席いただきまして、ありがとうございました。今年度、１年間 

ご苦労いただきました各学年部会役員の皆様には、お礼申し上げます。 

また、２１日（金）には「６年生を送る会」にも、大勢の保護者の皆様に 

ご来校いただきまして、ありがとうございました。 

「６年生を送る会」は、佐藤義紀新児童会長を中心とする児童会新執行部のリーダーシップのもとで、

感謝の思いが一杯つまった温かい会となりました。新児童会そして５年生を中心とする在校生が、６年

生からのバトンをしっかり引き継ぎ、大きな成果を残すことができました。今後が益々楽しみです。 

そして、６年生たちは、いよいよ小学校の課程を修了する「卒業式」まで残すところ、わずかな日々と

なりました。巣立ちを前にして、日に日に別れの淋しさがこみ上げてきますが、６年間の総まとめとして

有終の美を飾って卒業できるように、後輩に向けて良き先輩としての責任と自覚を持って、残された一

日一日を大切に過ごして欲しいと願っています。 

 

児童総会  

２月１７日（月）に、今年度の児童会活動を総括する、第二回児童総会が開かれました。 

「かがやく学校」を目指し、そのために、①仲の良い学校 ②あいさつにあふれる学校 ③きれいな学校 に

重点をおいて１年間取り組んだ児童会活動でしたが、多くの成果が確認されました。その中で「あいさつ」の

面で課題があることも確認されたので、課題解決に向けて残りの日々と次年度継続した取り組みをしてほし

いと思います。児童総会の終了後、新児童会役員に任命書が渡され、現児童会役員との引き継ぎも行われまし
た。 
 

  
 

 
       今年度児童会役員                  新児童会役員 
 

６年生を送る会  
２月２１日（金）に、児童会の新執行部が中心となって、卒業を間近に控えた６年生に、在校生が感謝の

思いを伝える「６年生を送る会」を開催しました。各学年とも工夫を凝らし楽しい中にも６年生への感謝の

思いを込めた発表を披露しました。送られる側の６年生も、思い出を振り返る出し物を披露してくれまし

た。みんなで創り上げた、温かい感謝の会でした。 
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           １月２５日に、山梨県内で２校のみが表彰され 

る名誉ある「関東管区警察局長・関東交通安全協会

連合会長連名表彰」を本校は受けました。 

長年、大月警察署との連携をとり、交通安全教室・

自転車教室を実施し、更に、ここ数年は６年生が大

月警察署の代表として、「交通安全子供自転車山梨県

大会」に出場して、交通安全指導に積極的に取り組

んでいることが、この栄えある表彰に結びついたも

のと思われます。 

                         交通安全指導は、児童の命を守り、更には交通ル

ールを遵守する意識を育てる大切な指導であると考

えます。   

                         これからも、この表彰に恥じないよう、更に継続

して交通安全に取り組んで参ります。 

                         また、昨年度と同様、２月１３日には大月警察署

長様より「感謝状」もいただきました。 

 

 

 

 
 

連日の報道により、感染拡大が心配され

る「新型コロナウイルス感染症」ですが、学

校にも国・県・市より、感染拡大防止の対策

についての指示がおりてきております。 

国はここ２週間が感染拡大防止にとって

重要な時期であるとの見解を伝え、イベント

等の開催も自粛されている状況にもありま

すが、それらを受け、新聞にも掲載がありま

した通り、県教委も、学校での感染防止を集

中的に強化するよう、卒業式の日程を考慮

し、来月３月２０日までを学校での感染防止

の強化期間として、取り組むようにとの要請

がありました。 

本校も職員の共通理解のもと、感染予防・

感染防止に取り組んで参ります。 

つきましては、各ご家庭でも右の対策を再

度ご確認いただき励行をお願い致します。 

なお、発熱等の症状が出た場合には、 

・登校せず家庭で休養する。 

・風邪の症状・３７．５度以上の熱が４日続

く場合には、保健所・相談ダイヤルに連

絡し指示を受けて医療機関を受診する。 

こととなっております。 ご理解とご協力を、

よろしくお願い致します。 

 なお、今後の感染状況の推移により、やむ

を得ず活動の時短実施・予定変更等も考え

られますが、ご連絡を致しますので、ご承知

おき願います。 


